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積算参考資料（間接費補正一覧）
単  価  使  用  年  月 2026年3月

歩  掛  適  用  年  月 2026年3月

基  準  適  用  年  月 2026年3月

単 価 地 区 2601:Ⅰ地区

京都市



業務委託料内訳書
業務名 高速鉄道東西線レール削正業務委託 業　　種

項　　目
地質調査業務(一般調査)
一般調査

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般調査

式 1    

レール削正

式 1    

レール削正

式 1    

レール削正

日 60    

純調査費

式 1    

間接費

式 1    

諸経費

式 1    

内   1号

一般調査業務費

式 1    

消費税相当額

式 1    

地質調査業務費

式 1    

京都市- 1 -

本委託費



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 諸経費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

純調査費

式 1    

諸経費率

％

諸経費

式 1    

調整額

合計

京都市- 2 -



仕様書 

高速鉄道部技術監理課土木担当 

件 名 高速鉄道東西線レール削正業務委託 

履 行 場 所 高速鉄道東西線六地蔵・太秦天神川間（別図参照） 

履 行 期 限 契約日の翌日 から 令和９年３月３１日 まで 

業 務 内 容 

別添「特記仕様書」による。 

特 記 事 項 等 別添「特記仕様書」による。 

物件等調達 



 

（高速鉄道東西線レール削正業務委託） 

特記仕様書 

 

（適 用） 

第１条 本仕様書は、「高速鉄道東西線レール削正業務委託」（以下「本業務」という。）に適用

する。 

 

（履行場所） 

第２条 本業務の履行場所は、高速鉄道東西線六地蔵・太秦天神川間の分岐器を除く本線とし、

詳細については発注者と協議のうえ、指示に従うものとする。 

なお、東西線線路略図を参考として添付する。 

 

（履行期限） 

第３条 本業務の履行場所は、令和９年３月３１日までとする。 

 

（業務内容） 

第４条 本業務は、発注者が貸与する８頭式レール削正車「スペノ社製 MINI8 M-17」を使用

して、レールの波状磨耗やシェリング等を除去するレール削正を行う。 

なお、レール削正は、レール頭面の断面形状を出来る限り基準形状に近づけることを基本と

するが、受注者は各レール削正箇所のレール摩耗・損傷の状況に応じて、最適なレール頭面の

断面形状を発注者に提案し、発注者と十分協議のうえ実施するものとする。 

２ レール削正日数は６０日する。 

なお、受注者は、作業日については発注者と協議のうえ、その指示に従うものとする。 

３ 受注者は、レール削正に先立ち、当日の作業範囲全域にわたり電気施設等の防護を行うもの

とする。 

４ レール削正は反復工程で行い削正範囲の状況を確認するため、受注者は、作業前後及び作業

中数回にわたり波状摩耗測定を行い、削正延長及びパス数を記入し、その記録を発注者に提出

するものとする。 

５ 受注者は、レール削正のパス数を削正区間の状況に合わせ発注者と協議のうえ決定するも

のとする。 

６ 受注者は、レール削正中は常時監視員を配置し、火花の飛散状況及び近接する電気施設等の

監視を行うものとする。 

７ 受注者は、絶縁継目を削正する場合は適正な防護を行うこと。また、レール削正完了後、削

正カスが絶縁部に介在していないか確認を行うとともに、レールからの金属剥離の有無につい

て確認を行い、剥離している又は剥離しそうな金属がある場合は必ず除去し、軌道短絡防止に



 

努めること。 

なお、剥離しそうな金属を除去するために必要な工具等は、受注者が用意するものとする。 

８ 受注者は、レール削正完了後、削正範囲の始終端のレール腹部（外側）に、作業年月日の表

示を白ペイントで行うものとする。また、作業区間及び鉄粉等の飛散した全域について、巡回

点検し、清掃を行うものとし、列車走行に支障がないようにすること。 

９ 受注者は、レール削正後、レールの波状摩耗等を確認し、レール状態を報告するものとする。

確認箇所については、発注者と協議のうえ、その指示に従うものとする。 

 

（業務時間） 

第５条 本業務の業務時間は、午前０時３５分から午前４時３０分（御陵駅２、４番線は午前０

時４０分から午前４時００分）までとし、時間内に後片付けを含め一切の業務を終了しなけれ

ばならない。 

 

（責任者） 

第６条 受注者は、本業務における責任者を選定しなければならない。 

２ 責任者は、契約図書に基づく、本業務に関する一切の事項を処理するものであり、本業務内

容を熟知し、技術上の管理を行うために必要な経験を有する者とする。 

 

（レール削正車の運転及び指揮） 

第７条 レール削正車の運転に従事するものは、発注者が別に定める「大型保守用機械運転資格

認定基準」に基づく大型保守用機械運転資格の認定を受けたものとする。 

２ レール削正車の指揮に従事する者は、発注者が別に定める「大型保守用機械運転資格認定基

準」に基づく「大型保守用機械指揮資格」の認定を受けた者とする。 

 

（提出書類） 

第８条 受注者は、発注者指定の提出書類を指定期限までに必要部数を発注者に提出するもの

とする。 

なお、受注者は、前項の提出図書に変更が生じた場合は、変更書類を速やかに発注者に提出

するものとする。 

 

（業務計画書） 

第９条 受注者は、本業務の実施に先立ち、以下の事項を記載した業務計画書を発注者に２部提

出するものとする。 

ア 業務概要 

 



 

イ 計画工程表 

ウ 責任者名及び業務経歴等 

エ 作業員名及び業務経歴、第７条の資格（資格証(写)を添付）等 

オ 作業方法及び管理 

カ 使用機械及び機材 

キ その他 

２ 受注者は、前項の提出図書に変更が生じた場合は、変更書類を速やかに発注者に提出する

ものとする。 

 

（月間作業計画及び作業結果報告） 

第１０条 受注者は、作業日、レール削正パス数及びパターン等を記載した月間作業計画書を作

業前月に発注者に提出し確認を得なければならない。 

２ 受注者は、前項で計画した作業結果報告書を月毎に発注者へ提出するものとする。 

なお、業務完了時には作業結果報告書の集計表及び図面等を発注者へ提出するものとする。 

 

（レール塗油器及び摩擦調整材散布装置の取扱い） 

第１１条 受注者は、発注者からレール塗油器及び摩擦調整材散布装置の取扱いについて説明

を受け適切に取扱うものとする。 

２ 受注者は、レール削正に支障するレール塗油器及び摩擦調整材散布装置を撤去する場合は、

作業当日前に一時撤去し、作業終了後速やかに復元するものとする。また、必要に応じてレー

ルに付着した油の除去を行うものとする。 

３ 受注者は、万が一、レール塗油器及び摩擦調整材散布装置に損傷等を与えた場合は、発注者

に報告を行い、その指示に従って受注者の責任において速やかに補修を行うものとする。 

 

（脱線防止ガードの取扱い） 

第１２条 受注者は、レール削正作業区間に脱線防止ガードが設けられている場合、発注者と協議

を行い撤去の要否について決定するものとする。 

２ 受注者は、レール削正に支障する脱線防止ガードを撤去する場合は、作業当日前に一時撤去し、

作業終了後速やかに復元するものとする。 

３ 受注者は、脱線防止ガードの復元に際しては、目視及び測定器具を用いて、ガードレールの取

付け間隔等を測定し、取付け状態を確認するものとする。また、脱線防止ガードの絶縁材について

は、発注者の指示により交換するものとする。 

 
（レール削正車用砥石） 

第１３条 本作業において使用するレール削正車用砥石（以下「砥石」という。）は、発注者から支



 

給するものとする。 

２ 受注者は、砥石の状態を正確に把握し、受注者の責任において使用の可否を判断するものと

する。 

３ 受注者は、砥石について管理簿を作成し、作業日、作業場所、パス数、削正延長、廃棄数量

及び新規使用数量等を発注者に報告するものとする。 

４ 受注者は、砥石を廃棄すると判断した時は、事前に発注者に報告するものとする。 

なお、砥石は、原則として残量がスタンダード砥石で約３０㎜、スペシャル砥石で約１５㎜

以下になってから廃棄するものとし、計画的に使用しなければならない。 

 

（レール削正車用燃料） 

第１４条 本作業において使用するレール削正車用燃料（以下「燃料」という。）は、発注者よ

り支給するものとする。 

２ 受注者は、発注者から支給された燃料を管理するものとする。 

なお、支給燃料の手配に日数を要するため、受注者は、燃料の総残量及び使用予定量を正確

に把握し、不足が発生しないように発注者に支給を依頼するものとする。 

 

（レール削正車の点検整備） 

第１５条 受注者は、受注者の責任において、レール削正車の点検整備を昼間又は作業開始前に

行い、（別紙－１）のレール削正車点検整備記録（仕業点検）を発注者に提出するものとする。

また、作業終了後についてはレール削正車の清掃等を行うものとする。 

２ 受注者は、受注者の責任において、レール削正車の点検整備に必要な工具及び軽油、防護シ

ート等の消耗品を適正に処理するものとし、発注者に報告するものとする。 

 

（資材等の搬出等） 

第１６条 本作業における資材の搬出入及び仮置きした撤去物の搬出には、必要に応じて夜間

に発注者の軌道モーターカー等で運搬するものとする。ただし、軌道モーターカーの指揮及び

運転は発注者が行うものとする。 

 

（疑義の解釈） 

第１７条 次の事項については、受注者独自の判断で行ってはならない。必ず発注者の指示によ

るものとする。 

 （１）設計書に明示していない事項の処理 

 （２）設計変更に係る事項の処理 

 （３）天災、その他不可抗力による事項の処理 

 



 

（受注者の過失） 

第１８条 受注者は、受注者の過失により、施設等に損傷等与えた場合は、発注者に報告を行い、

その指示に従って受注者の責任において速やかに補修を行うものとする。 

 

（その他） 

第１９条 受注者は、作業員の出入り及び移動については、発注者の指示に従わなければならな

い。特に地下鉄営業時間中における地下鉄施設内の行動は、第三者に対し十分に配慮すること。 

２ 受注者は、材料及び器具・工具の搬出入には十分注意し、施設物等に損傷を与えないように行

うものとする。 

３ 電力及び水は発注者が貸与するが、受注者はその使用については発注者の指示に従うものと

する。 

４ その他、疑義、問題が生じた場合は発注者の指示によること。 

  



 

 

 

 

 



 
高速鉄道東西線レール削正業務委託 

 
添 付 図 

 

番号 図面名称 縮尺 

１ 東西線線路略図 ― 

２ レール塗油器設置参考図 ― 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年４月 

 

 

京 都 市 交 通 局 
高速鉄道部技術監理課 



椥




